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時代錯誤の「部落差別」固定化法案－断固反対－ 

２０１６年１１月１２日（国会議員要請）全国地域人権運動総連合 

℡ ０３－５６１５－３３９５  FAX ０３－５６１５－３３９６ 

衆院法務委員会強行採決絶対反対。参考人質疑を 

◎教育介入は許されない 全教副委員長・米田雅幸さん 

 私が１９７８年に奈良県の教員になった当時〝消防車も入れない〟と言われた旧

同和地区でも地区改良事業が進められ、住環境は各段に改善されました。教育水準

も格差がなくなりました。地区内外の住民も交流し、若者の結婚観も大きく変化し

ています。部落問題は、歴史上の事実ではあっても、現実の社会問題としては存在

しません。 

 法案で危惧するのは、発達途上にある子どもたちの不十分な認識のもとで、いわ

ゆる〝せんしょう語〟を使ったことにたいし、部落解放同盟や行政などが〝差別意

識があるからだ〟と学校教育に介入する恐れです。 

 法律ができれば〝部落差別の意識は根強い〟と思い込まされることもあり得ま

す。部落解放同盟などが付け込む余地を与えます。 

 政府からも政治的中立の名のもとに教育介入の動きがあります。今回の法案で、

さらなる介入を許してはなりません。新たな部落問題をつくる危険な法案は廃案に

すべきです。 

◎利権行政復活させるな 自治労連書記次長・桜井眞吾さん 

 同和行政の法律は２００２年度に失効して一般行政に移行しています。しかし、

自治体によっては、形を変えて同和事業を続けてきました。「隣保館」という公民館

を独占利用させるとか、補助金などです。自治体職員採用に特別枠をつくり、それ

が不祥事の温床になった自治体もありました。 

 この法案が成立すると、同和行政を復活・促進させる口実ができます。 

 法案は、自治体が部落差別の実態調査をすることを求めていますが、〝部落の掘

り起こし〟になります。また、実態がないのに〝部落差別があると思いますか〟な

どと調査すると、行政が住民の心の中に介入することになります。憲法が保障する

内心の自由を侵害してはなりません。自治体職員は、すべての住民に対して公正・

公平な行政のために日々奮闘しています。こうした努力を、国が強引にないがしろ

にするような法案は許されません。 

◎和歌山県御坊市 柏木征夫市長 9月市議会で答弁 

 柏木市長は（法案について）「一般施策のなかで、教育、啓発、相談体制

の充実を行えばと考えている。時計の針を巻き戻すようなことにならない

ように願っている」（音声データ）と答弁しています。 
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時代に逆行する「部落差別の解消の推進に関する法律」に断固反対です。 

強行採決は断じて容認できません。 

山口県地域人権運動連合会 委員長 山本正美 

 

 山口県は、２００５年（平成１７年年）９月１６日に開かれた山口県部落問題対策

審議会（以下、「部対審」）で「同和行政・教育のまとめ」（以下、「まとめ」）を全会一

致で採択しました。以下、その概要を紹介します。 

 

１ 「まとめ」は、１これまでの取組と実績、⑴同和問題解決への取組、ア 同和

行政 イ 同和教育 ⑵事業の実施状況 ⑶実績。２平成１０年の部対審答申後の取

組、⑴同和行政推進の基本的な考え方 ⑵人権尊重の視点に立った教育・啓発 ⑶事

業の在り方⑷県と市町村との連携 ３行政体制、４まとめ、で構成されています。（山

口県のホームページにも掲載されていますのでぜひご覧ください。） 

 

２ 「山口県は、同和対策の推進を県政の重要施策と位置づけ、１９５４年（昭和

２９年）に『部対審』を設置し、以降地域改善対策特定事業の失効まで５０有余年に

わたって事業を行ってきました。「まとめ」は、生活環境や産業基盤の改善が進み、関

係住民の生活水準の向上などいわゆる実体的差別の解消は大きく前進するとともに、

同和教育、啓発の取組により県民の同和問題に対する理解も進んできたとの認識を踏

まえ、県の特別対策は、経過措置が必要な一部事業を残して、２００１年度（平成１

３年）末をもって終了しました。山口県全体では生活環境等の施設整備事業に約８５

０億円、個人対象事業・その他の事業に７２３億円合わせて約１．７５３億円が費や

され、一部に同和対策事業の中で不正があったものの比較的公正・効果的に実施され

ました。 

 

３ また、「まとめ」は、「県としては、国の特別対策の終了に合わせ、これまでの

成果は全体的に着実に県との認識により２００１年（平成１３年度）末をもって同和

問題解決のための特別対策については終了した」としています。そして、「部対審」も

役割りを終えたとして条例としても廃止されました。 

山口県は、同和対策の終了に合わせて２００２年（平成１４年）３月に「山口県人

権推進指針」を策定し、２０１２年（平成２４年）３月に改定しました。「指針」の同

和問題に対する位置付けは、「同和問題は人権にかかわる課題の一つとしています。」 

 

４ 県内の一部運動団体は、「あいつぐ差別事件」と騒いでいますが、「差別」の定

義もあいまいで、法務局や山口県、市町で「差別事件」として認識されているものは

ありません。今回の法案は、山口県行政や関係市町村、これまで解決に取り組んでこ

られた方々の取組を無視するだけでなく、国が新たな部落民や地区をつくることにな

るのです。良識の府である国会の場でこのような無法があってはなりません。強行採

決をやめ、慎重審議を心から期待するものです。 



3 

 

 



4 

 

 


